（Ｒ５冬　大阪教組　養護教職員部）　
養護教員の負担軽減に関する項目
新型コロナウイルス感染症への対応については、５類移行後の対応マニュアルとして令和５年５月１日付けで「５類感染症への移行後の府立学校における教育活動等について」を作成し、府立学校及び市町村教育委委員会あてに通知した。
具体的には、感染症対策に当たって配慮すべき事項、「児童生徒等及び教職員の心身の健康状態の把握、心のケア等」の項目において、「学級担任や養護教諭等を中心としたきめ細かな健康観察等により、児童生徒等の状況を的確に把握するとともに、学校医と連携した健康相談等の実施や、スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等による心理面・福祉面からの支援など、管理職のリーダーシップのもと、関係教職員がチームとして組織的に対応すること」、また「学校現場で感染症対策や心のケア等を最前線で支える教職員の精神面の負担にも鑑み各学校の管理職等は、教職員のメンタルヘルスにも十分配慮すること」を記載している。
また、府立学校において、夏季休業の終了とともに、感染症による学級閉鎖等が多く報告されていたことから、令和５年９月21日付けで「感染症の流行期に備えた対策について」を通知し、換気の確保等、改めて注意喚起を行うとともに、市町村教育委員会に対しても情報提供を行った。
市町村教育委員会に対しては、学校現場での感染防止対策について、引き続き指導・助言するとともに、今後も適宜、情報提供をおこなってまいる。
新型コロナウィルス感染症の５類感染症への移行後においても、児童生徒や学校を取り巻く様々な状況等への影響は長期化することをふまえ、引き続き相談件数の増加、深刻化が危惧されることから、今年度も小学校への相談に対応すべく、スクールカウンセラーの配置時間の拡充を継続した。
教職員の産休・育休者に対しては、関係法令に基づき代替者を措置しているところであり、病休休暇等の代替者については、各学校の実情等を勘案の上、必要に応じて措置している。
高齢者部分休業の代替については、制度として代替措置を講ずることは困難であるが、育児短時間勤務については、基本的に、その代替者について、措置してまいる。
養護教諭に対する職務軽減につきましては、平成20年度から、軽減措置期間を妊娠判明時から産休に入るまでとした。
また、平成３１年１月から、基本的に、その代替者について、措置することとした。
学校における働き方改革を進める観点から、長期休業期間中における代替教員等の措置についても、適切に対処してまいる。
これらの取り組みを行うことにより、今後とも適正な勤務労働条件の確保に向けて取り組んでまいる。
ご要望の趣旨につきましては、児童生徒の健康状況や学校の実情に応じ、特定の教職員の負担にならないよう、教職員相互の共通理解のもと、適切に対処することが望ましいと考えている。
日常的医療ケアを必要とする重度障がいを有する生徒に対しては、平成10年度から「府立高等学校修学旅行看護師付添い措置」を実施し、看護師の付き添いを保障しているところであり、学校からの申請に基づき、予算の確保に努めている。
また、医療的ケアが必要な生徒の有無に関わらず、各学校の実情に応じて、修学旅行時における生徒の健康安全上の対策として、看護師の付き添い措置を講じていただいている。
修学旅行等の引率は、一般の出張と異なる点はあると認識はしていますが、旅費制度については、財政再建プログラム（案）に基づく府庁改革の一環で見直したものであり、要求にお応えすることは困難である。
市町村立学校につきましては、市町村教育委員会人事担当者会議等において、府立学校の取組状況等を情報提供するとともに、ご要望の趣旨をお伝えしてまいりたい。
なお、府立学校につきましては、校長・准校長等に対し、府立学校安全衛生管理者研修会等において、ご要望の趣旨を指導してきた。
今後も、引き続き周知に努めたい。
府立学校につきましては、校長・准校長等に対し、府立学校安全衛生管理者研修会等において、法令に基づく衛生管理者等の選任について周知するとともに、ご要望の趣旨について指導している。
今後も、引き続き、法令に基づく衛生管理者等の選任を周知するとともに、ご要望の趣旨についての指導の徹底を図ってまいりたい。
なお、市町村立学校につきましては、市町村教育委員会人事担当者会議等において、府立学校の取組状況等を情報提供するとともに、ご要望の趣旨をお伝えしてまいりたい。
教育職員免許法の改正に伴う「養護教諭の保健授業担任」に関する事項の運用につきましては、関係課と協議の上、養護教諭の負担にならないよう校内協力体制に留意しつつ、養護教諭の専門性が生かされ、児童生徒にとってよりよい健康教育の充実が図れるよう引き続き努めてまいる。
教職員の評価・育成システムについては、教職員の意欲・資質能力の一層の向上を図ることにより、教育活動をはじめとする様々な活動の充実、組織の活性化を図ることを目的として実施している。
評価者の「評価」に対する理解を深め、評価・育成能力の向上を図るため、評価者研修を実施しており、この中で、養護教職員の演習事例を作成するなど、実践的な事例研修に向けた取り組みを行っている。
平成29年度に実施した「教職員の評価・育成システム」に関する教職員アンケートの結果等も踏まえ、引き続き評価・育成システムがより良い制度となるよう、今後も必要に応じて改善に取り組んでまいりたい。
新たな検診等の導入があると、養護教諭をはじめとする教職員に新たな負担がかかると認識している。
学校における健診等においては、特定の教員に業務が集中することのないよう、引き続き、市町村教育委員会及び府立学校校長・准校長に対して組織的に対応するよう周知してまいる。
色覚検査につきましては、平成14年の学校保健法施行規則の改正により健康診断の必須項目から削除され、学校で一律一斉に実施するものではなく、本人及び保護者から申し出があったときに個別に実施するなど、事前の申し出あるいは同意を受け、対応することとなっている。
平成26年４月30日付け26文科ス第96号「学校保健安全法施行規則の一部改正等について」においては、「特に、児童生徒等が自身の色覚の特性を知らないまま不利益を受けることのないよう、保健調査に色覚に関する項目を新たに追加するなど、より積極的に保護者等への周知を図る必要があること」としている。
また、上記通知の留意事項等を踏まえ、対応いただいているところだが、学校において色覚に特性のある児童生徒への対応が引き続き適切に実施されるよう、平成31年４月に通知及び事務連絡を行った。
児童生徒に対する色覚の個別検査においては、学校医と連携し、十分に相談の上、適切な対応ができる体制を整えるよう、市町村教育委員会に対し、指導・助言してまいる。
食物アレルギー疾患を有する子どもへの対応については、平成29年２月に策定した、「学校における食物アレルギー対応ガイドライン」を踏まえて対応するよう、これまでも市町村教育委員会に周知してきた。
令和２年３月に、「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン≪令和元年度改訂≫」（公益財団法人日本学校保健会）が発行されたことを受け、令和４年３月に大阪府医師会の協力を得て、本ガイドラインを改訂した。
学校における食物アレルギー対応は、校長・准校長を責任者として学校全体で取り組む必要があり、「市町村教育委員会に対する指導・助言事項」の取組みの重点において３項目を記載し、繰り返し周知を行ってきた。
今後とも本ガイドラインを踏まえ、事故防止に向けた取組みが、一部の教職員のみでなく、学校全体で推進されるよう、市町村教育委員会に対し、指導や助言を行ってまいる。
また、アレルギー疾患を有する子どもたちの対応については、平成27年３月９日付け教委保第2566号「アレルギー疾患対応資料の配付について（通知）」にて、通知・配付している「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン要約版」等を活用するよう案内している。
今後とも本ガイドラインを踏まえ、事故防止に向けた取組みが、一部の教職員のみでなく、学校全体で推進されるよう、市町村教育委員会に対し、指導や助言を行ってまいる。
また、アレルギー疾患を有する子どもたちの対応については、平成27年３月９日付け教委保第2566号「アレルギー疾患対応資料の配付について（通知）」にて、通知・配付している「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン要約版」等を活用するよう案内している。
国（厚生労働省）においては、フッ化物応用法について、有効性や安全性について研究を行い、フッ化物洗口法の普及を図るため、「フッ化物洗口ガイドライン」を作成した。
同ガイドラインには、フッ化物洗口を学校などの集団で実施する場合は、「学校歯科医の指導のもと、安全性等を確保して実施すること」など、安全に実施するための方法や留意事項が示されている。
府教育庁においては、文部科学省からの「フッ化物洗口ガイドライン」の通知を踏まえ、府立学校、市町村教育委員会に対し、学校において実施する場合にはガイドラインを参考にするよう周知している。
フッ化物洗口等を実施する場合には「ガイドライン」等を参考に、学校歯科医の管理と指導のもと教職員や保護者等がその必要性を理解し、同意が得られるようにするなどしっかりと手順を踏んで実施するよう、市町村教育委員会に対して指導・助言してまいる。
児童生徒等の健康診断については、学校保健安全法に基づき実施している。新たな検診項目等の導入にあたっては、安全・衛生面や必要性について十分な検討を行い、関係者への説明等も行った上で実施するよう、また、必須項目ではないため、児童生徒等や保護者の事前の同意をとったうえで実施するよう、市町村教育委員会学校保健主管課長会などの機会を捉えて指導してまいりたいと考えている。
承知のとおり、予防接種につきましては、個別接種が原則となっている。しかしながら、個別接種では実施しがたい場合は、実施主体である市町村の判断により集団接種が可能となっていることをご理解いただきたい。
なお、新型コロナウイルス感染症に関わる児童・生徒の集団接種に関しては、文部科学省及び厚生労働省からの事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を生徒に対して集団で実施することについての考え方及び留意点等について」を受け、令和３年６月25日付け教保第1599号において府立学校及び市町村教育委員会へ通知した。
今後も、厚生労働省及び文部科学省等、国の通知等を踏まえつつ対応するとともに、市町村教育委員会や府立学校に対しては、法等を踏まえ、適切に対応するよう、指導・助言を行ってまいる。
学校保健安全法第11条において、市町村の教育委員会は、学校教育法第十七条第一項の規定により翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たって、その健康診断を行わなければならないと示されている。
平成29年度に公益財団法人日本学校保健会において改定された「就学時の健康診断マニュアル」においても、市町村教育委員会が就学事務の一環として実施するものとされており、市町村教育委員会において適切かつ円滑に健康診断が行われるよう指導・助言してまいる。
就学時の健康診断については、受診義務はないこと、就学時の健康診断結果をもとに振り分けをおこなわないこと、保護者の意向を尊重すること、精密検査の受診についても強制はしないことを示すなど、適切に実施されるよう、引き続き市町村教育委員会を指導・助言してまいる。


